
男鹿市告示第６５号 

 

男鹿市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金支給要

綱を次のように定める。 

 

  令和５年６月２３日 

 

男鹿市長 菅 原 広 二  

 

男鹿市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金支

給要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業の実施について（令和５年４月２８日付け健発０４２８第

７号厚生労働省健康局長通知）の新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業実施要綱に基づき、新型コロナウイルスワク

チンの個別接種を促進すること及び診療所における接種回数の

底上げ並びに診療所の接種施設数の増加のため、一定の接種回

数を継続的に行った医療機関に対し接種回数等に応じた男鹿市

新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金（以下「支援

金」という。）を給付することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 時間外 当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間 



⑵ 夜間 １８時以降（医療機関の診療時間に関わらない。） 

⑶ 休日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（医療機関の診療時

間に関わらない。） 

（支援金の支給） 

第３条 市は、予算の範囲内において支援金を給付するものとし、

男鹿市財務規則（平成１７年男鹿市規則第３９号）に定めるも

ののほか、この告示の定めるところによる。 

（給付対象者） 

第４条 給付対象者は、次の期間において、新型コロナウイルス

ワクチンの個別接種を行った医療機関とする。 

⑴   ５月及び６月期 令和５年５月１日から７月２日まで 

⑵   ７月及び８月期 令和５年７月３日から８月３１日まで 

２ この支援金の交付対象となる医療機関は、医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療所とする。 

（給付の額） 

第５条 支援金の給付額は、週１００回以上の接種を前条の各期

間内において４週間以上行った場合、週１００回以上の接種を

した週における接種回数に対して回数当たり２，０００円とす

る。なお、週の考え方は、月曜日から日曜日までとする。ただ

し、７月及び８月期の最終週においては、８月２８日から８月

３１日をもって１週と取り扱う。また、週１００回以上の接種

を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも１日は、時間外、夜

間又は休日に係る接種体制を用意（医療機関で接種体制を用意

することの他に、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣



を行っている場合を含む。）しているものとする。 

（実績報告等） 

第６条 支援金の給付を受けようとする者は、次の期間内に、男

鹿市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金申請書

（様式第１号）、新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書

（様式第２号）及び個別接種促進のための支援事業に係る請求

書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

⑴   ５月及び６月期 令和５年７月３日から７月３１日まで 

⑵   ７月及び８月期 令和５年９月１日から１０月２日まで 

２ 前項に規定する期日までに実績報告が行われなかった場合は、

支援金の給付を辞退したものとみなす。 

（審査及び給付） 

第７条 市長は、支援金の実績報告があったときは、必要に応じ

て報告者に対して追加資料の提出を求め、その内容を審査する

ものとする。 

２ 市長は、前条の規定に基づく実績報告の内容を審査し、適当

と認めたときは、支援金を給付するものとする。 

（関係書類の整備） 

第８条 給付対象者は、実績報告書等を整備し、事業完了後５年

間保存しておかなければならない。 

（不当利得の返還） 

第９条 市長は、支援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に

該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段

により支援金の給付を受けた者に対し、給付した支援金の返還

を求めるものとする。 



附 則 

この告示は、令和５年６月２３日から施行し、令和５年４月１

日から適用する。 


